別紙１

仕　　　様　　　書

業務は、この仕様書に基づき実施するものとする。

なお、この仕様書は、業務の仕様を定めるものであるが、受託者（以下「乙」という。）は、下関市（以下「甲」という。）が必要と認めた軽微な作業については、記載の有無にかかわらず、委託料の範囲内において実施することとする。

１．業 務 名　唐戸市場建築物環境衛生管理業務

２．実施場所　下関市地方卸売市場唐戸市場

３．実施期間　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

４．業務内容

建築物における衛生的環境の確保に基づく法律（以下「ビル管理法」という。）に基づき、次の業務を行うこと。

　ただし、記載事項がない項目があり、必要があると認められる場合は委託料の範囲内で随時対応すること。

	業　　務
	項　　目
	業務回数

	空気環境測定
	外気

１階はぎはら酒店

１階林商店

２階管理事務所

２階回転寿司

２階魚食普及センター
	２ヵ月に１回


	遊離残留塩素測定
	市場棟　地階　受水槽

１階林商店前水栓

１階浜本商店前水栓

２階回転寿司

２階管理事務所流し
	７日に１回

	受水槽清掃

　
	市場棟　地階２基

駐車場棟　１階１基
	１年に１回


	水質検査
	市場棟　地階　受水槽

２階管理事務所流し
	１年に２回

６月～９月：１回

１０月～３月：１回

	ねずみ昆虫等の防除


	１階卸詰所ＥＰＳ

市場内店舗・市場周辺

管理事務所

仲卸事務所（No.1）

業者連合協同組合事務所

仲卸事務所（No.2）

回転寿司

よし食堂

唐戸食堂

まぐろとかめ
	ねずみ調査・駆除（随時）
〃

害虫駆除（１年に２回）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃


　実施日については、甲、乙双方の協議にて決定することとし、乙は市場運営に支障がないよう協力すること。

５．建築物環境衛生技術者選任等

（１）ビル管理法による建築物環境衛生管理技術者免状を有するものを選任すること。

（２）乙は、この業務に必要な乙の職員を厳選のうえ、履歴書、免許の写しを甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。

６．業務報告書等

乙は、業務の結果について、報告書１部を甲に提出すること。

なお、受水槽清掃については報告書に状況写真も添付すること。

７．その他

この仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は、甲乙双方の協議により決定する。

